
床組が無ければ記入不要

■構造躯体等の劣化対策
「維持保全の強化」により基準に適合させる場合、劣化対策 a～g ごとに対応したそれぞれの部位について、
１年ごとに点検する旨を記載します。
なお、2年目の点検で対象部位が健全であることを確認できた場合、徐々に点検間隔を伸ばすことが可能です。

維持保全の強化を図る場合における維持保全計画書の対応について

様式８「維持保全計画の強化を要する項目（★部分） 維持保全計画書 参考様式①（木造戸建の例）

「b 土台」の対象部位 ： 土台、床・床組

「a 外壁の軸組等」の対象部位 ： 土台、床・床組、軸組

「c 浴室」の対象部位 ： 土台、床・床組、軸組、小屋組

「c 脱衣室」の対象部位 ： 土台、床・床組、軸組



基礎の蟻道、土間コンクリートのひび割れ、
基礎と土間コンクリートの隙間などの有無を確認

様式８「維持保全計画の強化を要する項目（★部分） 維持保全計画書 参考様式①（木造戸建の例）

「g 小屋裏」の対象部位 ： 小屋組

「f 床下」の対象部位 ： 土台、床・床組

「e 基礎」の対象部位 ： 土台、床・床組

「d 地盤」の対象部位 ： 基礎、土台、床・床組、軸組



将来的に対応する時期・内容を記入する

■維持管理・更新の容易性
将来的に更新することにより基準に適合させる場合、維持保全計画書に対応時期・内容を記載します。

様式８「維持保全計画の強化を要する項目（★部分） 維持保全計画書 参考様式①（木造戸建の例）

共同住宅の場合も同様に、
将来的に対応する時期・内容を記入する


